
空
き
家
は
、
所
有
者
が
適
正
に
管
理

す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。
空
き
家
を
所

有
し
て
い
る
か
た
は
、
次
の
点
に
ご
留

意
く
だ
さ
い
。

■
積
雪
に
よ
る
建
物
の
倒
壊
や
落
雪
、

ま
た
は
強
風
で
物
が
飛
散･

落
下
す

る
な
ど
し
て
、
近
隣
の
家
屋
や
通
行

人
な
ど
に
被
害
を
与
え
た
場
合
、
そ

の
建
物
の
所
有
者(

実
際
に
使
っ
て

い
る
人)

の
管
理
責
任
が
問
わ
れ
、

損
害
賠
償
な
ど
を
請
求
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す

■
本
格
的
な
雪
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
る

前
に
、
現
在
空
き
家
を
所
有
し
て
い

る
、
ま
た
は
家
族
の
転
居
な
ど
で
空

き
家
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

物
件
を
お
持
ち
の
か
た
は
、｢

適
正

に
管
理
さ
れ
て
い
る
か｣｢

将
来
的
に

誰
が
管
理
す
る
か｣

な
ど
を
、
今
一

度
ご
確
認
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

通
行
人
な
ど
に
危
害

を
及
ぼ
す
よ
う
な
空
き
家
は
防
災
安
全

対
策
課
☎(

８
６
６)

２
０
２
１
、
そ
の

他
、
相
談
窓
口
の
案
内･

紹
介
は
市
民

相
談
セ
ン
タ
ー
☎(

８
６
６)

２
０
３
９

消
費
生
活
相
談
窓
口
な
ど
を
か
た
り

電
話
を
か
け
、｢

あ
な
た
の
個
人
情
報

が
３
か
所
に
漏
れ
て
い
る
。
２
か
所
は

取
り
消
せ
た
が
、
残
る
１
か
所
だ
け
は

取
り
消
せ
な
い
。
代
理
人
を
立
て
て
削

除
し
て
あ
げ
る｣

な
ど
と
持
ち
か
け
、

最
終
的
に
は
お
金
を
だ
ま
し
取
る
手
口

が
増
え
て
い
ま
す
。

公
的
機
関
が｢

個
人
情
報
を
削
除
し

て
あ
げ
る｣

な
ど
と
電
話
す
る
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
情
報
の
削

除
を
持
ち
か
け
る
電
話
は
詐
欺
で
す
。

相
手
に
せ
ず
、
す
ぐ
に
電
話
を
切
っ
て

く
だ
さ
い
。
困
っ
た
と
き
は
市
民
相
談

セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

☎(

８
６
６)
２
０
１
６

母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
お
よ
び
寡
婦

を
対
象
に
、
お
子
さ
ん
の
修
学
に
あ
た

っ
て
入
学
金
や
授
業
料
な
ど
を
無
利
子

で
貸
し
付
け
ま
す
。
事
前
審
査
が
あ
り

ま
す
の
で
、
借
り
入
れ
を
検
討
さ
れ
て

い
る
か
た
は
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
、
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

の
内
容
や
申
請
に
必
要
な
書
類
は
、
子

ど
も
総
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
に
な
る

か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

子
ど
も
総
務
課
支
援

担
当
☎(

８
６
６)

８
９
５
７

児
童
扶
養
手
当
法
の
改
正
に
よ
り
、

12
月
１
日
(月)
以
降
は
、｢

公
的
年
金
給

付
等｣

の
額
が｢

児
童
扶
養
手
当｣

の
額

よ
り
低
い
場
合
は
、
そ
の
差
額
分
の
手

当
が
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
か
た
は
、
申
請
手
続
き

が
必
要
で
す
の
で
、
年
金
証
書
、
年
金

決
定
通
知
書･

支
給
額
変
更
通
知
書
、

年
金
額
改
定
通
知
書
な
ど
を
お
持
ち
に

な
っ
て
、
12
月
１
日
(月)
以
降
に
子
ど
も

総
務
課(

市
役
所
３
階)

で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

子
ど
も
総
務
課
支
援

担
当
☎(

８
６
６)

８
９
５
７

市
の
廃
棄
物
の
減
量
な
ど
を
調
査･

審
議
す
る｢

秋
田
市
廃
棄
物
減
量
等
推

進
審
議
会｣

の
委
員
４
人
を
募
集
し
ま

す
。
任
期
は
２
年
で
、
審
議
会
は
平
日

の
日
中
に
約
２
〜
３
時
間
、
年
３
回
程

度
開
催
し
ま
す
。
報
酬
あ
り
。

対
象
▼

秋
田
市
に
お
住
ま
い
で
、
平
成

26
年
11
月
21
日
時
点
で
20
歳
以
上
の
か

た
。
た
だ
し
、
秋
田
市
の
他
の
審
議
会

の
委
員
、
国･

地
方
公
共
団
体
の
議
員
、

常
勤
の
職
員
を
除
く

申
込
書
に
添
付
す
る
作
文
と
提
出
期
限

▼｢

ご
み
の
排
出
抑
制(

リ
デ
ュ
ー
ス)｣

｢

製
品
の
再
使
用(

リ
ユ
ー
ス)｣｢

ご
み

の
再
資
源
化･

再
生
利
用(

リ
サ
イ
ク

ル)｣

か
ら
テ
ー
マ
を
１
つ
選
択
し
て
、

800
字
程
度
に
ま
と
め
た
作
文
を
申
込
書

に
添
え
て
、
12
月
15
日
(月)
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い

申
込
書
の
配
布
場
所
と
申
込
方
法
▼

環

境
都
市
推
進
課(

寺
内)

、
資
料
閲
覧
コ

ー
ナ
ー(

市
役
所
１
階)

、
北
部･

西
部･

河
辺･

雄
和･

南
部(

御
野
場)

の
各
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
駅
東
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ

ー
ル
、
持
参
の
い
ず
れ
か
で
環
境
都
市

推
進
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込

書
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

応
募
先
▼

〒
０
１
１-

０
９
０
４

寺
内

蛭
根
三
丁
目
24-

３
環
境
都
市
推
進
課

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
６
３)

６
６
８
３

Ｅ
メ
ー
ルro-evcp@

city.akita.akita.jp

●
問
い
合
わ
せ
　
環
境
都
市
推
進
課

☎(

８
６
３)

６
６
３
２

市役所からの
お知らせ＊市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、秋田

市ホームページをご覧ください。http://www.city.akita.akita.jp/

１

修し
ゅ
う

学が
く

資し

金き
ん

な
ど
を

貸か

し
付つ

け
ま
す

収
集
日
に
あ
た
っ
て
い
る
地
区

の
か
た
は
お
忘
れ
な
く
。
環
境
都

市
推
進
課
☎(

８
６
３)

６
６
３
１

11
月
24
日
(月)
の｢

振
替
休

日｣

は
、
家
庭
ご
み
と
資

源
化
物
を
収
集
し
ま
す

廃は
い

棄き

物ぶ
つ

の
減げ

ん

量り
ょ
う

に
関か

ん

す
る

審し
ん

議ぎ

会か
い

の
委い

員い
ん

を
募ぼ

集し
ゅ
う

児じ

童ど
う

扶ふ

養よ
う

手て

当あ
て

と

公
的
年
金

こ
う
て
き
ね
ん
き
ん

給き
ゅ
う

付ふ

等と
う

と
の

併へ
い

給き
ゅ
う

制
限

せ
い
げ
ん

を
見み

直な
お

し

消し
ょ
う

費ひ

生せ
い

活か
つ

相そ
う

談だ
ん

窓ま
ど

口ぐ
ち

を

か
た
る
詐さ

欺ぎ

に
ご
注ち

ゅ
う

意い

！

雪ゆ
き

が
降ふ

る
前ま

え

に
再さ

い

確か
く

認に
ん

！
空あ

き
家や

の

管か
ん

理り

は
適て

き

正せ
い

に

今号の｢エガオいただき！｣｢ページめくりカレンダー｣はお休みします。

６



11
月
25
日
(火)
か
ら
12
月
１
日
(月)
ま
で

は｢

犯
罪
被
害
者
週
間｣

で
す
。
犯
罪
防

止
や
被
害
者
支
援
の
た
め
に
何
が
で
き

る
か
、
こ
の
機
会
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

市
役
所
１
階
の
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

で
は
、
犯
罪
被
害
に
遭
わ
れ
た
か
た
な

ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
生
活
や
福
祉

な
ど
の
手
続
き
が
一
つ
の
窓
口
で
で
き

る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

●
犯
罪
被
害
者
な
ど
の
支
援
総
合
窓
口

☎(

８
６
６)

２
０
３
９
    

(

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
内)

(

一
社)

秋
田
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
で
は
、
健
康
で
働
く
意
欲
が
あ
る

お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
か
た
を
対
象
に

会
員
を
募
集
し
ま
す(

年
会
費
３
千
500

円)

。
会
員
に
は
企
業
や
家
庭
な
ど
か

ら
引
き
受
け
た
仕
事
を
紹
介
し
、
内
容

に
応
じ
て
報
酬
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

職
種u

除
雪
、
庭
木
の
せ
ん
定
、
除
草
、

駐
車
場
や
建
物
の
管
理･

日
直
な
ど

入
会
説
明
会u

毎
月
第
２･

第
４
水
曜

日
、
午
後
１
時
30
分
か
ら
八
橋
の
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で(

祝
日
を
除

く)

。
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

秋
田
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
☎(

８
６
３)

５
９
０
０

市
で
は
、
今
年
７
月
１
日
に
都
市
計

画
を
変
更
し
、
旧
秋
田
都
市
計
画
区
域

と
旧
河
辺
都
市
計
画
区
域
を
統
合
し
て
、

建
物
を
建
て
る
際
の
ル
ー
ル
を
統
一
し

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
旧
河
辺
都
市

計
画
区
域
内
も
、
市
街
化
区
域
と
市
街

化
調
整
区
域
に
区
分
さ
れ
ま
し
た
。

市
街
化
調
整
区
域
で

｢

既
存
権
利
の
届
出｣

が
で
き
る
条
件

市
街
化
調
整
区
域
は
、
農
地
や
自
然

環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
原
則
、
建
物

の
建
築
な
ど
が
制
限
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
市
街
化
調
整
区
域
と
な
っ
た
日

(

右
記
の
場
合
、
７
月
１
日)

の
前
か
ら
、

自
己
用
の
住
居
、
店
舗
、
事
務
所
な
ど

を
建
て
る
目
的
で
土
地
利
用
に
関
す
る

権
利(

所
有
権･

借
地
権
な
ど)

を
有
し

て
い
た
場
合
は
、
来
年
１
月
５
日
(月)
ま

で
に｢

既
存
権
利
の
届
出｣

を
す
る
こ
と

で
、
経
過
的
に
開
発･

建
築
行
為
の
許

可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す(

た
だ

し
、
平
成
31
年
６
月
30
日
ま
で
に
完
了

す
る
も
の
に
限
り
ま
す
）。
　

期
日
ま
で
に｢

既
存
権
利
の
届
出｣

が

な
い
場
合
、
既
存
権
利
の
行
使
と
し
て

行
う
開
発･

建
築
行
為
で
あ
っ
て
も
、

許
可
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
の

指
定
状
況
は
、
都
市
計
画
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課
☎(

８
６
６)

２
１
５
５

■
11
月
30
日
は｢

年
金
の
日｣

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の｢

ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト｣

を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、
い
つ
で

も
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で
き
る

ほ
か
、
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
が
、

ご
自
身
の
記
録
を
も
と
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
パ
タ
ー
ン
で
試
算
で
き
ま
す
。

ま
ず
は
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
、｢

ね
ん

き
ん
ネ
ッ
ト｣

と
検
索
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
年
金
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

０
５
８-

５
５
５

11
月
25
日
▼

12
月
１
日

犯
罪

は
ん
ざ
い

被ひ

害が
い

者し
ゃ

週し
ゅ
う

間か
ん

犯罪被害者等支援
シンボルマークの
｢ギュっとちゃん｣

１
月
５
日
(月)
ま
で
に

｢

既き

存そ
ん

権け
ん

利り

の
届と

ど
け

出で｣

を

｢

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト｣

を

ご
利り

用よ
う

く
だ
さ
い

10月20日、秋田市飲食店組合

環同連合会(秋環連)から、７月に

エリアなかいちで行った｢第46回

チャリティー生ビール祭り｣の収

益金の一部５万円を、今年も寄

付していただきました。

寄付金は市の福祉事業に活用

させていただきます。ありがと

うございました。

福祉総務課☎(866)2092

秋
環
連
の
み
な
さ
ん

と
穂
積
市
長(

中
央)

秋環連から
イベント収益の寄付

秋田建築労働組合青年部は地

域貢献の一環として、平成14年

から市の公共施設などの修繕を

行っています。今年は拠点第一

街区公園(東通仲町)の四
し

阿
あ

(あず

まや)や、ベンチなどをボランテ

ィアで修繕していただき、10月

28日、市から同青年部に感謝状

を贈りました。

公園課☎(866)2445

秋
田
建
築
労
働
組
合

青
年
部
の
古
屋
代
表

(

左)

と
鎌
田
副
市
長

秋田建築労働組合
青年部に感謝状を贈呈

26
年
度
犯
罪
被
害
者
等
に
関
す
る
標
語

傷
つ
い
た
心
を
さ
さ
え
る
僕
ら
の
手

シ
ル
バ
ー
人
材

じ
ん
ざ
い

セ
ン
タ
ー

会
員

か
い
い
ん

を
募ぼ

集し
ゅ
う

し
て
い
ま
す

広報あきた　平成26年11月21日号７




